
関係府省提出資料 

通番 ヒアリング事項 府省 ページ 

22 
マイナンバー法が定めるマイナンバー利用事務について、情報連

携の範囲を拡大するよう見直し 
内閣府 １～２ 

23 
マイナンバー利用事務の委託を受けた者について、情報連携の利

用が可能となるよう見直し 
内閣府 ３～４ 

29 
マイナンバー法上の通知カードの券面事項の住所変更に係る追

記事務の廃止 
総務省 ５～６ 

27 地方公共団体が行う農業共済事業の義務付けの緩和 農林水産省 ７～13 
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27 地方公共団体が行う農業共済事業の義務付けの緩和 農林水産省
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